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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムとは

・平成16年「精神保健医療福祉施策の改革ビジョン」にて
『入院医療中心から地域生活中心へ』という政策理念を推進する
ために、平成29年2月の厚生労働省「これからの精神医療福祉
のあり方に関する検討会」報告書で提案された新たな機軸。

〈参考資料〉精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会（R3年３月１8日）

・精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らし
く暮らすことができるよう障害福祉計画に基づき、障害福祉保健
圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精
神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村など
との重層的な連携による支援体制を構築することが適当。
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地域包括ケアシステムとは

• 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮ら
しを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包
括的な支援・サービス提供体制

※地域包括支援センター、地域包括ケア病棟など
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主に高齢者支援である既存の地域包括ケアシステムを
精神障害「にも」対応した形に再構築すること

➡ 「にも包括」
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高齢者向けの「地域包括ケアシステム」は近隣重視で構成されており

支援に必要な社会資源は日常生活圏域内に準備出来ている状況

出典：平成２８年３月 地域包括ケア研究会報告書資料一部改変



出典：厚生労働省精神・障害福祉科 5



精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
基本的な考え方①

① 精神疾患はすべての人に「身近な病気」であること。

〈参考資料〉精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会（R3年３月１8日）

・精神疾患は平成２５年から「５大疾病」（広範かつ継続的な医療の提供が必要と認め
られる疾病 ）の１つとして医療計画に盛り込まれている。

※【がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、こころの病気 の５つ】

・身近な病気であるにも関わらず、予防方法、治療方法、リハビリ方法などはあまり知
られていないため、よけいに不安に思う人が多い。

・精神疾患は普及啓発が重要で効果的な分野
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普及啓発への取組例（心のサポーター養成事業）

7〈参考資料〉厚生労働省 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進に向けて（R４年5月23日）一部抜粋



精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
基本的な考え方②

②「地域共生社会」をめざすこと。

〈参考資料〉精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会（R3年３月１8日）

・障害の有無や程度が問題になるかどうかは、その地域の支援力で決まる。

・精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすこと
ができるようすること。

・障害が問題とはならない体制づくりをめざす。
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障害が問題とはならない体制（例）

症状：近眼（＋乱視）
↓
困る事：文字や標識が見えない、安全に車の運転ができない等
↓
解決策：適切なメガネをかける
↓
必要な支援環境：
眼科医による診察（保険適応で眼科診察を受けることができる）
メガネを作成する技術（メガネメーカーがよりよいメガネを研究している）
購入できる環境（適切な価格で購入できる程度に供給されている）
世間の認知（メガネをかけることが特別なことだとは思われない）

近眼が問題とはならない体制はすでにある
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10〈参考資料〉厚生労働省 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要（R４年１０月１４日）



精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
基本的な考え方③

③「地域課題」を抽出すること。

〈参考資料〉精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会（R3年３月１8日）

・各々が「わがこと」としてとらえることが重要になる

・様々な意見をもとに、共通した課題から地域課題をみつける

・地域課題の抽出やその解決には、協議の場で行政職員、医療機関の職員、地域援助事
業者、当事者、ピアサポーター、家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協働して
議論していくことが基本となる。

・地域課題は「個別課題の積み重ね」から導き出すことができる。
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共通した課題から地域課題をみつける（例）

状況１：Aさんが駅前の歩道で転倒したので手当てした
状況２：Bさんが駅前の歩道で転倒したので手当てした
状況３：Cさんが駅前の歩道で転倒したので手当てした
↓
共通した状況：駅前の歩道で転倒した
↓
地域課題として考えられること
「駅前の歩道には転倒しやすい環境がある」
↓
プランA：けがをするたびに手当てをする → 転倒する人は減らない

プランB：なぜ転倒するのか調査して改善策を考える → 今後は転倒しない

よくある事例でも複数を積み重ねることで
地域課題が見えてくる
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にも包括協議の場の参加者内訳について（市町村調査）
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〈参考資料〉厚生労働省資料：精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進に向けて（R２年５月２３日）※一部抜粋

高齢者支援：約３５％
家族：約３０％
当事者：約２５％

住まい関係：１０％未満

既存の関係者は
大体参加している



協議の場における当事者参加の重要性
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障害者権利条約

・2006年に国連で採択された権利条約

・条約は憲法と法律の間に位置しているため、条約内容は国内法にも反映される。

・日本は2014年に批准、2022年9月に国連から改善勧告(92項目)を受けている。

〈参考資料〉外務省資料「障害者人権条約パンフレット」

スローガン：

「私たちのことを私たち抜きで決めないで」
（Nothing About us without us）



精神科病院における1年半以上の長期入院患者（認知症を除く）の退院可能性、退院困難な理由

「居住・支援がないため退院が困難」とされている人に
住まいに関するサポートがあればもっと退院が考えられる

4262

名

（85%）

681名

（14%）

35名（1%）

調査日時点の退院可能性

困難 可能 無回答

216名

1,418

名

（33％）

2,595名

（61％）

出典：平成24年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業「新しい精神科地域医療体制とその評価のあり方に関する研究」
※R2精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築のための手引き（P10）

居住・支援が
ないため

調査対象全体の
28.1％

退院困難理由

精神症状が極めて
重症、または不安
定であるため

身体合併症治療の
ため

居住支援の重要性について



宮崎市における取組～「協議の場」を通じた地域での顔が見える支援体制づくり

16〈元資料〉地域生活移行支援会議 吉野 智 氏 講義より（R４年８月３日） ※厚生労働省出典



https://www.mhlw-houkatsucare-ikou.jp/index.html
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にも包括に関する情報収集元について



追加参考資料：１

18※令和４年度 地域生活移行支援会議（圏域別）事前アンケート（多摩５圏域）より

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

地域移行支援 58 56 83 131 103 123

地域定着支援 63 63 91 137 135 126

自立生活援助 0 0 0 57 78 77
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※ 自立生活援助は令和元年度からの調査



追加参考資料：２

19※令和４年度 地域生活移行支援会議（圏域別）事前アンケート（多摩５圏域）より

北多摩西(6) 西多摩(8) 南多摩(5) 北多摩南(6) 北多摩北(5)

地域移行支援 2.7 0.4 5 12.5 0.8

地域定着支援 0.7 0.4 0.4 17.5 2.4

自立生活援助 1.3 0.5 4.6 5.3 2
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追加参考資料：３

20※令和４年度 地域生活移行支援会議（圏域別）事前アンケート（多摩５圏域）より
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令和４年度 多摩5圏域 病院の感染対策状況調査

ｎ＝３０（令和4年8月時点、回答率7割）

可（○） 不可（×） 条件付き（△）

リモート面会
なら可：5件

条件の内容
（外出、外泊）

・退院準備なら可
・必要時のみ可
・都度に医師判断
・感染拡大時のみ不可
・時間制限あり


